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開 示 決 定 等 期 限 特 例 通 知 書

武市教文生第５５号

平成２５年８月５囗

武雄市教育委員長　諸石　洋

甼'-･･--- ---■■-'一丶-4 ㎜･
具 薮 武i

之

泳 耜 息

詐 言 禀

平成２５年４月２４日付けの開示請求に係る公文書は、著しく大量であるため、武雄

肝時報公開条例第10条の規定により、開示決定等をする期限を次のとおりとしたいので

通知します。

公 文 書 の 件 名 武雄市図書館に属する使用許可に関する契約書､行政財産使用

許可申請書お よび関連図面とその使用期間､ 使用料の分かる一切

の資料（平成25 年度以降分すべて）

条例第10 条の規 定に

よる決定期間
平成２５年　 ５月２０ 囗から（市受付日）

平成２５年　 ６月１９日まで

開示請 求 に係る公 文

書の うち の相当 の部

分につ き開示 決 定等

をする期間

平成２５年　　 月　　 日から

平成２５年　　 月　　 日まで

上記 の期間 内に開示

決定等をする部分

残 り の公文 書につい

て開示 決定 等をす る

期限

平成２５年　 ８月　 ３１日

本条を 適用す る理由

開示請求に係る公文書が他の開示請求も併せ大量であり、また

関係機関との調整も必要であるため
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